
保護者各位

神栖市教育委員会

預かり保育実施時間保育料及び納期限について

l 対象者

３歳から５歳までの当該幼稚園に通園する園児

l 実施日及び時間

① 長期休業日以外の登園日（月曜日から金曜日）

午前 8時～8時 45 分、教育終了後～午後 6時までの時間内で保護者が必要とする時間

② 長期休業期間

午前 8時～午後 6時までの時間内で保護者が必要とする時間

※ただし、祝日（創立記念日、県民の日含む）、その他園長が指定した日は実施しない。

l 金額

実施時間 利用形態 園児 1人分の保育料 納期限

長
期
休
業
日
以
外

早朝保育
午前 8時から午前 8時 45
分まで

定期利用 月額 1,500円 利用月の 1日

一時利用 日額 100円 利用当日

延長保育
教育時間の終了後から午

後 5時まで
定期利用 月額 3,000円 利用月の 1日

一時利用 日額 200円 利用当日

夕方保育 午後 5時から午後 6時まで
定期利用 月額 1,500円 利用月の 1日

一時利用 日額 100円 利用当日

長
期
休
業
日

早朝保育
午前 8時から午前 8時 45
分まで

定期利用 月額 1,500円 利用月の 1日

一時利用 日額 100円 利用当日

長期休み保育
午前 8時 45分から午後 5
時まで

定期利用 月額 10,000円 利用月の 1日

一時利用 日額 600円 利用当日

夕方保育 午後 5時から午後 6時まで
定期利用 月額 1,500円 利用月の 1日

一時利用 日額 100円 利用当日


